
国土交通省 告示による

そのメリットとシステム

詳細は Web で  http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/
登録業者名及び業務等の状況は、上記地方整備局等担当課にて閲覧可能です。

❶ 賃貸住宅管理業者は、国土交通省に備える登録簿に登録を受けることができます。
❷ 登録事業者は、業務処理準則（管理対象や契約内容の重要事項をオーナーへ説明すること等の一定のルール）を遵守します。
❸ 登録事業者が業務処理準則に違反した場合等は、指導、勧告、登録抹消の対象となります。
❹ 登録事業者名等を記載した登録簿と、登録事業者が毎年度国に提出する業務等状況報告書を閲覧できます。

マンション、アパートなどの賃貸住宅をイメー
ジした建物を円形で囲み、それを取り巻くオー
ナー、入居者、管理業者の円滑な連携や永続
性を表現しています。
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　　　　　　　　   土地・建設産業局 不動産業課　〒100-8918  東京都千代田区霞が関 2-1-3 TEL:03-5253-8111( 代表 )

●北海道開発局
　事業振興部 建設産業課
　　〒 060-8511
　  北海道札幌市北区北 8 条西 2
　  札幌第 1 合同庁舎

　 011-709-2311

●北陸地方整備局
 建政部 計画・建設産業課
〒 950-8801
新潟県新潟市中央区美咲町 1-1-1
新潟美咲合同庁舎 1 号館 

025-280-8880

●近畿地方整備局
 建政部 建設産業第二課
〒 540-8586
大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44　
大阪合同庁舎第 1 号館 

06-6942-1141

●中国地方整備局
 建政部 計画・建設産業課
〒 730-0013
広島県広島市中区八丁堀 2-15 

082-221-9231

●九州地方整備局
 建政部 建設産業課
〒 812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-7
福岡第 2 合同庁舎 別館 

092-471-6331

●東北地方整備局
 建政部 計画・建設産業課
〒 980-8602
宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1
仙台合同庁舎 B 棟

022-225-2171

賃貸住宅管理業者 検 索

system

●関東地方整備局
 建政部 建設産業第二課 
〒 330-9724
埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1
さいたま新都心合同庁舎 2 号館

048-601-3151

●沖縄総合事務局
 開発建設部 
 建設産業・地方整備課
〒 900-0006
沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1
那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館 

098-866-0031

●四国地方整備局 
 建政部 計画・建設産業課
〒 760-8554
香川県高松市サンポート 3-33
高松サンポート合同庁舎 

087-851-8061

●中部地方整備局
建政部 建設産業課 
〒 460-8514
愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-1
名古屋合同庁舎第 2 号館

052-953-8119
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 賃貸住宅管理のプロフェッショナル

「賃貸住宅管理業者 
 登録制度」  とは？

国土交通省では、賃貸住宅管理業者登録制

度により、登録事業者が行う賃貸住宅の賃料 

・敷金等の受領や契約の更新、終了時の手続

きなどの管理業務ルールを定め、一定の資格

者による重要な事項の説明や書面交付が行わ

れるなどの適切な運営により、オーナー及び

入居者の利益の保護を図ります。

● オーナーに対し、定期的な管理事務の報告が
　 義務づけられています。
　  （例：建物、設備の状況、収支報告、入居状況など）

● 入居者に更新内容書面を交付します。

● 終了時には入居者に原状回復費用の算定や
　 敷金の返還などの算定書面を交付します。
　  ※入居者に書面交付が行われるので、更新時や退去時な
　　　どのトラブル防止に役立ちます。

一定の資格者※による管理受託契約の
重要な内容の説明・書面の交付

管理業務の
定期的な報告

契約の更新や
終了時の書面の交付

　　 

● 入居者から預かった賃料・敷金などは賃貸住宅管理　　
　 業者の財産と分別して管理され、オーナーと入居者
　 の財産が守られます。

● 業務等状況報告書の提出
　  毎年、賃貸住宅管理業者の管理事務や財産の分別管理の状況が
　  国に報告されます。一般の人も見ることができますので、登録
　  事業者はいい加減な財産管理ができなくなります。

入居者からの預り金を
的確に管理

※登録事業者は、事務所ごとに１名以上の実務経験（６年以上）者、又は賃貸不動産経営管理士（（一社）
　賃貸不動産経営管理士協議会の資格）の資格保持者を置くことが義務づけられます（平成 30 年 6 月 30
　日までに設置）。

●専門的知識や実務経験豊富な一定の資格者に
より、管理受託契約の具体的な内容について、
重要な事項が説明されます。

●管理受託契約の内容について双方確認のうえ、
管理受託契約書が交付されます。

●サブリースにおける借上げ契約には、将来の賃
料変動についての説明と書面交付が義務付けら
れるので、将来どのように賃料が変動する契約
なのか正確にわかります。
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